
令和７ 年度壬生町早期退職者募集実施要項 

 

１  趣 旨 

こ の要項は、 一般職の職員の退職手当に関する 条例（ 平成 18 年栃木県市町村総合事務

組合条例第 33 号。 以下「 退職手当条例」 と いう 。） 第 8 条の 6 第 2 項の規定に基づき 、 職

員の年齢別構成の適正化を図る こ と を目的と し 、 定年引き 上げ前の定年から 15 年を減じ

た年齢以上の年齢である 職員を対象と し て行う 募集（ 以下「 早期退職者募集」 と いう 。）

について、 退職手当条例に定める も ののほか、 必要な事項を定める 。  

 

２  退職すべき 期日 

( １ )  早期退職者募集に応募し 、応募によ る 退職が予定さ れている 職員である 旨の認定を受

けた職員（ 以下「 認定応募者」 と いう 。） の退職すべき 期日は、 令和８ 年３ 月３ １ 日と

する 。  

( ２ )  認定応募者が、当該退職すべき 期日に退職する こ と によ り 公務の能率的運営の確保に

著し い支障を及ぼすこ と と なる と 認める 場合において、 当該認定応募者にその旨及び

その理由を 明示し 、 当該退職すべき 期日の繰下げ（ 繰上げ） について当該認定応募者

の書面によ る 同意を得たと き は、 公務の能率的運営を確保する ために必要な限度で、

当該認定応募者の当該退職すべき 期日を繰り 下げる （ 繰り 上げる ） も のと する 。  

 

３  募集人数 

早期退職者募集人数は５ 人と する 。  

 

４  募集期間 

( １ )  早期退職者募集期間は令和７ 年５ 月１ ６ 日（ 金）午前８ 時３ ０ 分から ５ 月２ ８ 日（ 水）

午後５ 時ま でと する 。  

( ２ )  募集の目的を達成する ため必要がある と き は、 上記募集期間を延長する も のと する 。 

( ３ )  応募をし た職員の数が募集人数を超えた時には、く じ 引き によ り 認定の対象者を決定

する 。  

 

５  対象職員 

( １ )  早期退職者募集の対象と なる 職員は、退職日において、年齢 45 歳以上 60 歳未満の職

員と する 。  

( ２ )  上記対象職員には、 次に掲げる 職員は含ま れないも のと する 。  

  ①退職手当条例第 2 条第 2 項の規定によ り 職員と みなさ れる 者 

②法律によ り 任期を定めて任用さ れる 者 

③退職手当条例第 8 条の 6 第 2 項第 2 号に規定する 退職すべき 期日又は同号に規定す

る 退職すべき 期間の末日が到来する ま でに定年に達する 者 



④懲戒処分（ 故意又は重大な過失によ ら ないで管理又は監督に係る 職務を怠った場合

における 懲戒処分を除く 。） 又はこ れに準ずる 処分を募集の開始の日において受けて

いる 者又は募集の期間中に受けた者 

 

６  応募又は応募の取下げの手続 

( １ )  早期退職者募集に応募し よ う と する 職員は、上記４ ( １ ) の期間内に、応募申請書（ 別

紙様式第１ ） を任命権者に提出する も のと する 。  

( ２ )  応募申請書の提出後、応募を取り 下げたい場合には、応募取下申請書（ 別紙様式第２ ）

を任命権者に提出する も のと する 。  

 

７  応募の認定又は不認定の通知の予定時期 

  応募の認定又は不認定の通知の予定時期は、 ６ 月中旬～下旬と する 。  

 

８  不認定と なる 場合 

  応募をし た職員について、次の各号のいずれかに該当する 場合は認定し ないも のと する 。 

①応募が当募集実施要項に適合し ない場合 

②応募者が応募をし た後懲戒処分（ 故意又は重大な過失によ ら ないで管理又は監督に

係る 職務を怠った場合における 懲戒処分を除く 。） 又はこ れに準ずる 処分を受けた場

合 

③応募者が前号に規定する 処分を受ける べき 行為（ 在職期間中の応募者の非違に当た

る 行為であって、その非違の内容及び程度に照ら し て当該処分に値する こ と が明ら か

なも のをいう 。） をし たこ と を 疑う に足り る 相当な理由がある 場合その他応募者に対

し 認定を行う こ と が公務に対する 信頼を確保する 上で支障を生ずる と 認める 場合 

④応募者を 引き 続き 職務に従事さ せる こ と が公務の能率的運営を 確保し 、 又は長期的

な人事管理を計画的に推進する ために特に必要である と 認める 場合 

 

９  早期退職者募集に関する 問い合わせ先 

  総務部 総務課 庶務人事係 

  電話 0282-81-1810（ 内線 1111）  

   



く じ 引き の方法 

（ １ ） 申請順によ り 「 決定く じ を引く 順番を決める ためのく じ 」 を引く 順番を決める ための

く じ 引き を行う 。  

（ ２ ） 決定く じ を引く 順番を決める ためのく じ 引き を行う 。  

（ ３ ） 決定く じ の入った封筒を引き 、 当選者を決定する 。  

  ※当選く じ には「 ○」 を記載、 それ以外は白紙。  

 



様式第１  

 

早期退職希望者の募集に係る 応募申請書 

 

                      応募年月日     年  月  日 

    

壬生町長 様                応募申請者          印 

 

私は、 栃木県市町村総合事務組合の一般職の職員の退職手当に関する 条例第８ 条の６ 第

９ 項の規定によ り 、 こ の度の早期退職希望者の募集に応募をし ます。  

 

１  応募をする 早期退職希望者の募集について      

募 集 の 期 間 
令和７ 年５ 月１ ６ 日（ 金） 午前８ 時３ ０ 分から  

５ 月２ ８ 日（ 水） 午後５ 時ま で 

退 職 す べ き  

期日又は 期間 
令和８ 年３ 月３ １ 日 

備 考  

（ 注）  「 募集の期間」 及び「 退職すべき 期日又は期間」 は、「 募集実施要項」 に記載さ れて

いる 期日・ 期間を記入する こ と 。  

 

２  応募申請者について 

ふ り が な 

氏 名 
 

所 属  

職  名  

級 号 給 給料表（         ）     級    号給 

生 年 月 日 年  月  日 年  齢 歳 

（ 注） 令和８ 年３ 月３ １ 日現在で記入する こ と 。  

 

※任命権者の記入欄 

受 理 年 月 日 年  月  日 受理番号 

 



様式第２  

 

早期退職希望者の募集に係る 応募取下申請書 

 

                     取下げ年月日     年  月  日 

    

壬生町長 様                応募申請者          印 

 

私は、栃木県市町村総合事務組合の一般職の職員の退職手当に関する 条例第 8 条の 6 第 9

項の規定によ り 、 早期退職希望者の募集に係る 応募申請を取り 下げま す。  

 

（ 注）  「 ３  認定について」 欄は、 取下げ時点において認定を受けている 場合に記入する こ

と 。 ま た、 こ のう ち「 退職すべき 期日又は期間」 欄には、 取下げ時点において退職すべ

き 期日が既に通知さ れている 場合はその期日を、 それ以外の場合は退職すべき 期間を記

入する こ と 。  

 

※任命権者の記入欄 

受 理 年 月 日 年    月    日 

応 募 申 請 者 

の 受 理 番 号 
 

 

１  取下げ申請をする 早期退職希望者の募集について 

募 集 の 期 間 
令和７ 年５ 月１ ６ 日（ 金） 午前８ 時３ ０ 分から  

５ 月２ ８ 日（ 水） 午後５ 時ま で 

退 職 す べ き  

期 日 又 は 期 間 
令和８ 年３ 月３ １ 日 

２  取下げ申請者について 

ふ り が な 

氏    名 

 

 

所  属  

職  名  

３  認定について 

認定通知書に記載さ れた 

認定年月日 
年   月   日 

退職すべき 期日又は期間  


